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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 
平成29年度第３四半期 

連結累計期間 
平成30年度第３四半期 

連結累計期間 
平成29年度 

 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年12月31日) 
(自 平成30年４月１日 

 至 平成30年12月31日) 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成30年３月31日) 

経常収益 百万円 34,356 33,087 47,489 

経常利益 百万円 5,355 4,565 7,104 

親会社株主に帰属する四半期

純利益 
百万円 4,337 3,043 － 

親会社株主に帰属する当期純

利益 
百万円 － － 4,733 

四半期包括利益 百万円 11,247 △3,406 － 

包括利益 百万円 － － 8,057 

純資産額 百万円 185,245 173,858 178,509 

総資産額 百万円 3,113,795 3,066,237 3,146,827 

１株当たり四半期純利益 円 241.62 169.56 － 

１株当たり当期純利益 円 － － 263.65 

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益 
円 241.30 169.30 － 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益 
円 － － 263.29 

自己資本比率 ％ 5.7 5.6 5.6 

 

 
平成29年度第３四半期

連結会計期間
平成30年度第３四半期

連結会計期間

 
(自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日)

(自 平成30年10月１日
至 平成30年12月31日)

１株当たり四半期純利益 円 66.42 57.28 

（注）１．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

２．平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。１株当たり四半期純

利益、１株当たり当期純利益、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算出しております。 

３．自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末新株予約権－（四半期）期末非支配株

主持分）を（四半期）期末資産の部の合計で除して算出しております。

 

２【事業の内容】

 当第３四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第３四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項は発生しておりませ

ん。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態および経営成績の状況

 当第３四半期連結累計期間の状況は以下のとおりとなりました。

預金

 個人預金は増加したものの、地公体からの預金が減少したことにより、前連結会計年度末比118億円減少し、

２兆6,754億円（譲渡性預金を含む。）となりました。

貸出金 

 個人ローンや事業先向け貸出の増加により、前連結会計年度末比35億円増加し、１兆6,761億円となりまし

た。

有価証券

 前連結会計年度末比1,025億円減少し、6,928億円となりました。

損益

 経常収益は、資金運用収益の減少により、前第３四半期連結累計期間比12億６千９百万円減少し330億８千７

百万円となりました。経常費用は、国債等債券償還損の減少により、4億７千８百万円減少し285億２千２百万円

となりました。

 この結果、経常利益は、前第３四半期連結累計期間比７億９千万円減少し45億６千５百万円となりました。親

会社株主に帰属する四半期純利益は12億９千４百万円減少し30億４千３百万円となりました。

 セグメント別の業績については、銀行業務は、経常収益が前第３四半期連結累計期間比10億２千２百万円減少

の294億６千３百万円、経常利益は３億５千２百万円減少の45億円となりました。リース業務は、経常収益が１

億１千７百万円増加の35億８千万円、経常利益は３千２百万円減少の１億１千３百万円となりました。クレジッ

トカード業務等のその他の業務は、経常収益が３百万円増加の11億２百万円、経常利益は６千８百万円減少の３

億７千８百万円となりました。
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国内・国際業務部門別収支

 資金運用収支につきましては、国内業務部門で前第３四半期連結累計期間比1,880百万円（9.4％）減少し、国

際業務部門で前第３四半期連結累計期間比144百万円（30.3％）減少したことから、合計では前第３四半期連結

累計期間比2,024百万円（9.9％）減少しました。

 役務取引等収支につきましては、国内業務部門で前第３四半期連結累計期間比301百万円（9.9％）増加し、国

際業務部門で前第３四半期連結累計期間比１百万円（25.0％）増加したことから、合計では前第３四半期連結累

計期間比302百万円（9.9％）増加しました。

 その他業務収支につきましては、国際業務部門で前第３四半期連結累計期間比205百万円減少したものの、国

内業務部門で前第３四半期連結累計期間比1,503百万円増加したことから、合計では前第３四半期連結累計期間

比1,298百万円増加しました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

資金運用収支
前第３四半期連結累計期間 19,966 475 20,442

当第３四半期連結累計期間 18,086 331 18,418

うち資金運用収益

前第３四半期連結累計期間 20,517 1,180
21

21,677

当第３四半期連結累計期間 18,517 1,141
12

19,646

うち資金調達費用

前第３四半期連結累計期間 550 705
21

1,234

当第３四半期連結累計期間 430 809
12

1,227

役務取引等収支
前第３四半期連結累計期間 3,018 4 3,023

当第３四半期連結累計期間 3,319 5 3,325

うち役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 4,791 20 4,812

当第３四半期連結累計期間 5,116 18 5,135

うち役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 1,773 15 1,788

当第３四半期連結累計期間 1,797 12 1,809

その他業務収支
前第３四半期連結累計期間 △779 △83 △863

当第３四半期連結累計期間 724 △288 435

うちその他業務収益
前第３四半期連結累計期間 5,654 440 6,094

当第３四半期連結累計期間 6,316 444 6,760

うちその他業務費用
前第３四半期連結累計期間 6,433 524 6,957

当第３四半期連結累計期間 5,591 733 6,325

（注）１．国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引であり、国際業務部門とは当行及び連結子会社の外貨建取

引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２．資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（前第３四半期連結累計期間０百万円、当第３四半期連結累計期間

０百万円）を控除して表示しております。

３．資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利

息であります。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

国内業務部門

 役務取引等収益は、前第３四半期連結累計期間比325百万円（6.7％）増加し、役務取引等費用は前第３四半

期連結累計期間比24百万円（1.3％）増加しました。この結果、役務取引等収支は前第３四半期連結累計期間

比301百万円（9.9％）増加し、3,319百万円となりました。

国際業務部門

 役務取引等収益は前第３四半期連結累計期間比２百万円（10.0％）減少し、役務取引等費用が前第３四半期

連結累計期間比３百万円（20.0％）減少しました。この結果、役務取引等収支は前第３四半期連結累計期間比

１百万円（25.0％）増加し、５百万円となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 4,791 20 4,812

当第３四半期連結累計期間 5,116 18 5,135

うち預金・貸出業務
前第３四半期連結累計期間 1,445 － 1,445

当第３四半期連結累計期間 1,437 － 1,437

うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 1,277 20 1,298

当第３四半期連結累計期間 1,306 17 1,324

うち証券関連業務
前第３四半期連結累計期間 34 － 34

当第３四半期連結累計期間 43 － 43

うち代理業務
前第３四半期連結累計期間 115 － 115

当第３四半期連結累計期間 128 － 128

うち保護預り・貸金庫業

務

前第３四半期連結累計期間 19 － 19

当第３四半期連結累計期間 18 － 18

うち保証業務
前第３四半期連結累計期間 253 0 253

当第３四半期連結累計期間 257 0 258

うちクレジットカード業

務

前第３四半期連結累計期間 690 － 690

当第３四半期連結累計期間 703 － 703

役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 1,773 15 1,788

当第３四半期連結累計期間 1,797 12 1,809

うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 197 11 209

当第３四半期連結累計期間 197 10 207

（注） 国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引であり、国際業務部門とは当行及び連結子会社の外貨建取引

であります。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高（末残）

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

預金合計
前第３四半期連結会計期間 2,453,825 8,228 2,462,054

当第３四半期連結会計期間 2,507,031 6,819 2,513,850

うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 1,384,174 － 1,384,174

当第３四半期連結会計期間 1,449,868 － 1,449,868

うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 1,062,377 － 1,062,377

当第３四半期連結会計期間 1,044,240 － 1,044,240

うちその他
前第３四半期連結会計期間 7,272 8,228 15,501

当第３四半期連結会計期間 12,921 6,819 19,741

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 229,632 － 229,632

当第３四半期連結会計期間 161,566 － 161,566

総合計
前第３四半期連結会計期間 2,683,457 8,228 2,691,686

当第３四半期連結会計期間 2,668,597 6,819 2,675,416

（注）１．国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引であり、国際業務部門とは当行及び連結子会社の外貨建取

引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

３．定期性預金＝定期預金＋定期積金
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国内・国際業務部門別貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況（末残・構成比）

業種別
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

国内業務部門

（除く特別国際金融取引勘定分）
1,657,104 100.00 1,669,930 100.00

製造業 184,146 11.11 181,779 10.89

農業、林業 7,131 0.43 7,833 0.47

漁業 1,512 0.09 3,021 0.18

鉱業、採石業、砂利採取業 21,369 1.29 21,669 1.30

建設業 64,319 3.88 62,870 3.77

電気・ガス・熱供給・水道業 51,707 3.12 62,622 3.75

情報通信業 12,379 0.75 15,391 0.92

運輸業、郵便業 55,900 3.37 56,620 3.39

卸売業、小売業 149,821 9.04 149,345 8.94

金融業、保険業 80,274 4.84 85,166 5.10

不動産業、物品賃貸業 139,987 8.45 149,676 8.96

学術研究、専門・技術サービス業 4,225 0.26 4,384 0.26

宿泊業 11,371 0.69 10,912 0.65

飲食業 7,077 0.43 6,902 0.41

生活関連サービス業、娯楽業 10,175 0.61 10,121 0.61

教育、学習支援業 2,658 0.16 2,677 0.16

医療・福祉 63,443 3.83 66,398 3.98

その他のサービス 26,839 1.62 26,675 1.60

地方公共団体 386,002 23.29 356,610 21.35

その他 376,761 22.74 389,248 23.31

国際業務部門

及び特別国際金融取引勘定分
7,466 100.00 6,231 100.00

政府等 － － － －

金融機関 991 13.27 977 15.68

その他 6,475 86.73 5,254 84.32

合計 1,664,570 － 1,676,161 －

（注） 国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引であり、国際業務部門とは当行及び連結子会社の外貨建取引

であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。

 

(2）経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

 当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断する

ための客観的な指標等に重要な変更はありません。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

 

(4）研究開発活動

 該当事項はありません。
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(5）主要な設備 

ａ 主要な設備の状況

 当第３四半期連結累計期間において完成した主要な設備の新設は次のとおりであります。 

会社名 店舗名 
その他 

所在地 セグメント 
の名称 

設備の内容 敷地面積 
（㎡） 

建物延面積 
（㎡） 

完了年月 

当行 宮の沢支店 北海道札幌市 銀行業務 店舗 ― 344.00 平成30年４月 

当行 刈和野支店 秋田県大仙市 銀行業務 店舗 ― 167.42 平成30年７月 

当行 船越支店 秋田県男鹿市 銀行業務 店舗 1,491.83 408.90 平成30年10月 

 

ｂ 設備の新設、除却等の計画 

 当第３四半期連結累計期間に新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。

会社名 
店舗名 
その他 

所在地 区分 
セグメント

の名称 
設備の内容 

投資予定金額 
（百万円） 資金調達 

方法 
着手年月 完了予定年月 

総額 既支払額 

当行 旭川支店 
北海道 

旭川市 
移転 銀行業務 店舗 未定 ― 自己資金 平成31年2月 平成31年4月 

当行 本荘支店 
秋田県 

由利本荘市 
新築 銀行業務 店舗 476 ― 自己資金 平成31年2月 平成31年7月 

 

 

３【経営上の重要な契約等】

 該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 68,745,500

計 68,745,500

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成30年12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成31年２月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 18,093,643 同左
東京証券取引所

（市場第一部）

株主としての権利内容に制限の

ない、標準となる株式。

単元株式数は100株である。

計 18,093,643 同左 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成30年12月31日 － 18,093 － 14,100 － 6,268

 

（５）【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

 当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である平成30年９月30日現在で記載しております。

 

①【発行済株式】

平成30年９月30日現在 
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式

142,700

－
株主としての権利内容に制限のな

い、標準となる株式

完全議決権株式（その他）
普通株式

17,788,500
177,885 同上

単元未満株式
普通株式

162,443 
－ 同上

発行済株式総数 18,093,643 － －

総株主の議決権 － 177,885 －

（注） 「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式15株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

（自己保有株式）

株式会社 秋田銀行
秋田市山王三丁目２番１号 142,700 － 142,700 0.78

計 － 142,700 － 142,700 0.78

 

２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。 
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第４【経理の状況】
１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規

則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。 

 

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自 平成30年10月１日 

至 平成30年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日）に係る四

半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けております。 

 なお、当行の監査法人は次のとおり交代しております。 

 第115期連結会計年度  新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）

 第116期第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間  有限責任監査法人トーマツ
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成30年12月31日) 

資産の部    

現金預け金 571,797 586,520 

コールローン及び買入手形 18,382 4,852 

買入金銭債権 7,909 8,981 

商品有価証券 645 － 

金銭の信託 － 1,037 

有価証券 ※２ 795,331 ※２ 692,818 

貸出金 ※１ 1,672,607 ※１ 1,676,161 

外国為替 2,433 2,218 

その他資産 56,674 72,484 

有形固定資産 20,403 20,274 

無形固定資産 1,204 1,348 

退職給付に係る資産 3,098 3,355 

繰延税金資産 360 367 

支払承諾見返 8,089 8,181 

貸倒引当金 △12,109 △12,364 

投資損失引当金 △0 △0 

資産の部合計 3,146,827 3,066,237 

負債の部    

預金 2,545,808 2,513,850 

譲渡性預金 141,400 161,566 

コールマネー及び売渡手形 35,499 44,528 

債券貸借取引受入担保金 124,528 47,375 

借用金 85,219 84,937 

外国為替 45 47 

その他負債 11,166 18,048 

役員賞与引当金 20 10 

退職給付に係る負債 2,562 2,515 

役員退職慰労引当金 18 20 

睡眠預金払戻損失引当金 615 491 

偶発損失引当金 631 640 

繰延税金負債 11,092 8,567 

再評価に係る繰延税金負債 1,621 1,600 

支払承諾 8,089 8,181 

負債の部合計 2,968,318 2,892,379 

純資産の部    

資本金 14,100 14,100 

資本剰余金 9,212 9,212 

利益剰余金 118,729 120,561 

自己株式 △506 △508 

株主資本合計 141,536 143,365 

その他有価証券評価差額金 34,224 27,473 

繰延ヘッジ損益 △1 △1 

土地再評価差額金 3,029 2,985 

退職給付に係る調整累計額 △978 △687 

その他の包括利益累計額合計 36,274 29,768 

新株予約権 69 84 

非支配株主持分 628 640 

純資産の部合計 178,509 173,858 

負債及び純資産の部合計 3,146,827 3,066,237 
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年12月31日) 

経常収益 34,356 33,087 

資金運用収益 21,677 19,646 

（うち貸出金利息） 13,009 12,663 

（うち有価証券利息配当金） 8,354 6,557 

役務取引等収益 4,812 5,135 

その他業務収益 6,094 6,760 

その他経常収益 ※１ 1,772 ※１ 1,545 

経常費用 29,000 28,522 

資金調達費用 1,234 1,228 

（うち預金利息） 480 421 

役務取引等費用 1,788 1,809 

その他業務費用 6,957 6,325 

営業経費 18,328 17,943 

その他経常費用 ※２ 690 ※２ 1,215 

経常利益 5,355 4,565 

特別利益 － 9 

固定資産処分益 － 9 

特別損失 91 168 

固定資産処分損 60 38 

減損損失 31 130 

税金等調整前四半期純利益 5,264 4,406 

法人税、住民税及び事業税 1,214 1,215 

法人税等調整額 △425 136 

法人税等合計 789 1,351 

四半期純利益 4,474 3,054 

非支配株主に帰属する四半期純利益 137 10 

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,337 3,043 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

    (単位：百万円) 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年12月31日) 

四半期純利益 4,474 3,054 

その他の包括利益 6,773 △6,460 

その他有価証券評価差額金 6,249 △6,750 

繰延ヘッジ損益 33 △0 

退職給付に係る調整額 490 290 

四半期包括利益 11,247 △3,406 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 11,053 △3,417 

非支配株主に係る四半期包括利益 194 11 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成30年12月31日）

破綻先債権額 2,375百万円 2,618百万円

延滞債権額 30,495百万円 30,938百万円

３ヵ月以上延滞債権額 －百万円 －百万円

貸出条件緩和債権額 392百万円 412百万円

合計額 33,262百万円 33,970百万円

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

※２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額

前連結会計年度
（平成30年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成30年12月31日）

4,080百万円 6,500百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日）

貸倒引当金戻入益 629百万円 －百万円

株式等売却益 850百万円 1,296百万円

 

※２．その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日）

貸倒引当金繰入額 －百万円 491百万円

貸出金償却 20百万円 64百万円

株式等売却損 92百万円 268百万円

株式等償却 1百万円 168百万円

債権売却損 272百万円 27百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日）

減価償却費 1,176百万円 1,205百万円
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（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月28日 

定時株主総会
普通株式 628 3.50 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金

平成29年11月13日

取締役会
普通株式 628 3.50 平成29年９月30日 平成29年12月８日 利益剰余金

（注）１．平成29年10月1日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。

２．平成29年11月13日取締役会決議の１株当たり配当額については、基準日が平成29年９月30日であるため、平

成29年10月１日付の株式併合は加味しておりません。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの 

 該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 628 35.00 平成30年３月31日 平成30年６月28日 利益剰余金

平成30年11月12日

取締役会
普通株式 628 35.00 平成30年９月30日 平成30年12月10日 利益剰余金

（注） 平成29年10月1日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの 

 該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日） 

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

          （単位：百万円） 

  報告セグメント 

調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額   銀行業務 リース業務 

その他の 
業務 

計 

経常収益            

外部顧客に対する経常収益 30,358 3,339 690 34,388 △31 34,356 

セグメント間の内部経常収益 127 124 408 659 △659 － 

計 30,485 3,463 1,099 35,048 △691 34,356 

セグメント利益 4,852 145 446 5,444 △88 5,355 

（注）１．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２．セグメント利益の調整額△88百万円は、セグメント間取引消去による減額88百万円であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失）

 「銀行業務」セグメントにおいて、遊休資産、営業利益の減少によりキャッシュ・フローが低下した資産

及び地価が大幅に下落した資産について減損処理を行っております。なお、当該減損損失の計上額は、当第

３四半期連結累計期間においては、31百万円であります。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日） 

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

          （単位：百万円） 

  報告セグメント 

調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額   銀行業務 リース業務 

その他の 
業務 

計 

経常収益            

外部顧客に対する経常収益 28,998 3,465 659 33,123 △35 33,087 

セグメント間の内部経常収益 464 115 442 1,022 △1,022 － 

計 29,463 3,580 1,102 34,146 △1,058 33,087 

セグメント利益 4,500 113 378 4,992 △426 4,565 

（注）１．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２．セグメント利益の調整額△426百万円は、セグメント間取引消去による減額426百万円であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

 「銀行業務」セグメントにおいて、遊休資産、営業利益の減少によりキャッシュ・フローが低下した資産

及び地価が大幅に下落した資産について減損処理を行っております。なお、当該減損損失の計上額は、当第

３四半期連結累計期間においては、130百万円であります。

 

（金融商品関係）

 前連結会計年度の末日に比して著しい変動はありません。

 

（有価証券関係）

※ 企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。

 なお、四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債

権」中のその他の買入金銭債権の一部を含めて記載しております。

 

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（平成30年３月31日）

 
連結貸借対照表

計上額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

国債 598 616 18 

 

当第３四半期連結会計期間（平成30年12月31日） 

 
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債 598 611 13 
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２．その他有価証券 

前連結会計年度（平成30年３月31日）

  取得原価（百万円）
連結貸借対照表

計上額（百万円）
差額（百万円）

株式 29,980 62,335 32,355

債券 528,179 538,567 10,387

国債 188,161 194,845 6,684

地方債 62,514 62,829 315

短期社債 － － －

社債 277,504 280,891 3,387

その他 183,684 189,825 6,141

合計 741,844 790,728 48,884

 

当第３四半期連結会計期間（平成30年12月31日） 

  取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

株式 27,924 54,240 26,316

債券 459,086 466,837 7,751

国債 137,670 141,487 3,816

地方債 97,395 98,590 1,195

短期社債 － － －

社債 224,020 226,760 2,739

その他 160,876 166,124 5,248

合計 647,887 687,203 39,316

（注） その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回

復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借

対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計期間（連結会計年度）の損失として処理（以

下、「減損処理」という。）しております。

 前連結会計年度において、減損処理の対象となる有価証券はありません。

 当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、153百万円（うち株式153百万円）であります。

 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について、第３四半期連結会計期間末

日（連結会計年度末日）における時価が取得原価に比べて30％以上下落している場合であります。減損処理は、

当第３四半期連結会計期間末日（前連結会計年度末日）における時価が取得原価に比べ50％以上下落した銘柄に

ついてはすべて実施し、時価の下落が30％以上50％未満の銘柄については、基準日前一定期間の時価の推移や発

行会社の財務内容などにより、個々に時価の回復可能性を判断し実施しております。

 

（金銭の信託関係）

 前連結会計年度の末日に比して著しい変動はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

 前連結会計年度の末日に比して著しい変動はありません。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、

次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益 円 241.62 169.56

（算定上の基礎）      

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 4,337 3,043

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 4,337 3,043 

普通株式の期中平均株式数 千株 17,952 17,951 

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益
円 241.30 169.30 

（算定上の基礎）      

親会社株主に帰属する四半期純利益調

整額
百万円 － －

普通株式増加数 千株 23 27

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益の算定に含めな

かった潜在株式で、前連結会計年度末から

重要な変動があったものの概要

  － －

（注） 平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。１株当たり四半期純利

益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと

仮定して算出しております。

 

２【その他】

中間配当

 平成30年11月12日開催の取締役会において、第116期の中間配当につき次のとおり決議しました。

(1）中間配当による配当金の金額 628百万円 

(2）１株当たりの中間配当金 35円00銭 

(3）支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成30年12月10日

（注） 平成30年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し支払います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成31年２月７日

株式会社 秋田銀行 

取締役会 御中 

 

有限責任監査法人トーマツ 

 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 深  田  建 太 郎  ㊞ 

 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 木  村  大  輔  ㊞ 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社秋田銀

行の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成30年10月１日から平成

30年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビ

ューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社秋田銀行及び連結子会社の平成30年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

その他の事項

 会社の平成30年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間に係

る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査

が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成30年２月９日付で無限定の結論を表明してお

り、また、当該連結財務諸表に対して平成30年６月27日付で無限定適正意見を表明している。

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

(注) １ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

 



【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成31年２月12日

【会社名】 株式会社秋田銀行

【英訳名】 THE AKITA BANK, LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役頭取 新谷 明弘 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 秋田市山王三丁目２番１号

【縦覧に供する場所】 株式会社秋田銀行 東京支店

（東京都中央区京橋三丁目13番１号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 



１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当行取締役頭取 新谷明弘は、当行の第116期第３四半期（自 平成30年10月１日 至 平成30年12月31日）の四

半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

 

２【特記事項】

 確認に当たり、特記すべき事項はありません。

 


